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消費者目線から考える食晶表示法

2015年に制定された食晶表示法を、消費者はどう捉えて活用したら良いのでしょう。
食品安全や食品表示について精力的に講演や執筆活動を行い、
食品表示法の制定に向けて消費者庁の検酎会にも参加してきた森田満樹さんに、
新しい食晶表示の具体的な活用方法や注意点、これからの期待などをうかがいました。

まずは「食塩相当量」の確認を

食品表示は食品事業者から消費者への大切なメッ

セージです。消費者のみなさんにまずお願いしたい

のは、パッケージ、表面のキャッチコピーや写真ばかり

を見るのではなく、裏面の一括表示と栄養成分表示

を必ず確認するとと。一括表示には、原材料名、アレ

ルギ一表示、消費・賞味期限、保存方法などの大切

な情報が書いてあり、栄養成分表示には、「熱量（エ

ネルギーと表示しでも良い）、たんぱく質、脂質、炭

水化物、食塩相当量＊1」という、健康的な食事摂取の

ために役立つ 5項目が明記されています。

健康づくりのためにまず活用していただきたいの

は「食塩相当量」です。日本人は塩分摂取量が多く、

それが高血圧を誘引するととが問題視されています

ので、食塩相当量を意識して塩分摂取を控えるととを

心がけて欲しいと思います。食塩相当量の表示を確認

するようになると、男性8.0g未満、女性7.0g 未満＊2

という 1 日の食塩摂取の目標量を守るのがいかに難

しいかを実感するととでしょう。 1 食あたりなるべく 3

9以下に抑えたり、麺類の汁は残す、昼に食塩を摂り

すぎたら夜は控える、といった心がけをしていただけ

ればと思います。それから、「熱量」を見るととも習慣

にして、カロリーの摂りすぎに注意しましょう。毎日の

買い物で「食塩相当量」と「熱量」を確認する習慣をつ

けると「食パンは意外と食塩相当量が多い」「カップ麺

はスープの味によってカロリーが全く違う」など、いろ

いろな気付きがあり、興味が湧いて面白くなってくる

でしよう。

キ1 食塩相当量
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食晶表示と保健指導を両輸に

食品表示を健康づくりにつなげるためには、消費

者が正しい知識を持っているととが大切で、す。しかし

実際には、一つの項目の数字にとらわれてしまった

り、間違った認識で、表示を利用している人もいます。

例えば糖質オフダイエツ卜をしている人は「炭水化物

＝糖質」と思い込んで、とにかく炭水化物の少ない商品

を選びがちです。しかし実際には炭水化物は糖質と食

物繊維の合計であり、炭水化物を控えると体に良い

食物繊維が不足してしまうとともあります。また、 1 食

あたりの「熱量」が何キロカロリーかを 1 桁単位でコント

ローjレしようとする人もいますが、摂取カロリーは 1 週

間単位くらいで無理なく管理する方が実用的ですし、

そもそも栄養成分表示には ±20%の誤差が想定さ

れています。さらに、熱量にばかり気を取られて食塩

相当量に無頓着になってしまうととも問題です。

そとで活躍が期待されるのは、地域の人々の健康

づくりに寄り添う立場である保健師や栄養士の方々で

す。食品表示についての知識を深め、保健指導・栄

養指導の対象となる方の年齢、性別、職業や生活ス

タイルなどを踏まえて、食品表示の読み解き方、健康

な食生活づくりにどう活かせば良いのかなどを具体

的にアドバイスしていただければι患います。

機能性表示食品の活用方法

2015年に施行された食品表示法では、「機能性表

示食品」という保健機能食品＊3が新設され、その市場

はこの 3年間で一気に拡大しました。機能性表示食品

2015年の食品表示法施行以前には「ナトリウム」と表記されていて、食塩相当量を知るためにId;換算しなければなら悲かったが、塩分の過剰摂取が問題となっている
日本人の実情に合わせ、わかりやすく「食塩相当量Jで表記するととに芯った。表示切り替えがまだの商晶は「ナトリウムjと表記されている。

*2 厚生労働省の「日本人の食事摂取基準（2015年版）」による。
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とは、科学的根拠に基づいた安全性や機能性を事業

者が消費者庁長官に届け出て、機能性を表示できるも

のです。特定保健用食品（卜クホ）とは異なり、消費者

庁長官の個別審査・許可を受けたものではありませ

ん。ガイド、ラインに沿ってきちんと機能性を表示した

商品の選択肢を増やすべく、制度がスター卜しました。

機能性表示食品のパッケージ、には、とてもたくさん

の情報が表示されています（図 1 ）。とれは、機能性

や使用上の注意点を、事業者の責任でしっかりと消

費者に伝えるためです。「読むのが面倒」という声もよ

く聞きますが、購入するのであれば大前提として表示

を隅々まで読んで欲しいと思います。すると、どんな

科学的根拠に基づいているか、自分に合っているのか

などを理解でき、適切な使い方につながるでしょう。

また、機能性表示食品には必ず「届出番号」が表示さ

れていて、消費者庁のデータベース料にアクセスして

届出番号で検索すれば、機能性の評価方法や臨床試

験の結果、安全性試験の結果などを詳しく読むととが

できますので、ぜひ活用いただければι思います。

機能性表示食品を含めた保健機能食品は、使用者

側がしっかりと特性を理解し、自身に合うものを賢く

選択してとそ、健康効果が得られるものです。健康へ

の意識を高めるきっかけとして活用し、日々の生活習

慣や食事バランスもあわせて見直していただきたい

と考えます。

これからの食晶表示

食品の多様化やグローバル化、食の安全や健康に

対する消費者意識の高まりを受け、食品表示は進化

を続け、記載される情報量は増えてきました。しかし、

／~＇Yケージの面積は物理的に限られています。これ

からは、アレルギーや消費・賞味期限などの安全上

重要な表示はよりわかりやすく／れノケージに表示し、

選択のための表示はデータベースやQRコードを活

用して消費者からアクセスしてもらうといった工夫が

進んでいくでしょう。また、現在の栄養成分表示の単

位は商品によって「100g あたり」「1 包装あたり」「1 食

あたり」などさまざまですが、消費者にわかりやすい

のは「1 食あたり」で、アメリ力では 1 食分（サービン

グサイズ）の栄養成分を記載するととが義務付けられ

CHッケージ表）
－－機能性表示食品である旨

機能性表示食晶－－

届出番号cx::x:刃一一一一一消費者庁長官より
ムム（商品名） 付与された届出番号

［届出表示］本晶lまく〉く〉が含まれます。。く〉に一一『届出衰示」として、どん怠
Id:口口の機能があるととが報告されています。 科学院繭植で輔閉館評価

したか古珂コかるよう表示
本昌l草、事業者の責任において特定の保健の

目的が期待できる旨の表示を行うものとして、

消費者庁長官に届出されたものです。ただし、一一様聞主およ：Q'!l全性につい
特定保健用食品とは異怒り、消費者庁長官によ て、圃の評咽を受廿たもの

で怠い旨の衰示
る個別審査を受けたものではありません。

食生活Id:、主食、主菜、副菜を基本に、食事のパ、
ランスを也 、食生活においてバランスが

大事という文冒

（パッケージ裏）

一括表示

捜取目安置と規取の方法
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栄聾成分衰示

1 日当たりの摂取目安置に
含まれる機能性関与成分量

図 1 機能性表示食晶の表示例（加工食晶の場合）
※森田先生の著書『新しい食品表示がわかる本JC女子栄養大学出版部、 2016)

ロ159を元に作図

ています。日本でも、食品に応じて 1 食あたりの表示

が広がっていく乙とを期待します。

消費者がもっと興味・関心を持ち、食品事業者や

行政に疑問や要望を発信するようになると、食品表

示は加速度的に発展していくと考えられます。消費

者、食品事業者、行政、そして保健師や栄養士の方

が互いに力を合わせ、食品表示、そして安全で健康

的な食生活を促進していくととを願っています。

森田満樹 Morita Maki 

一般社団法人Food Communication Compass 代表
消費生活コンサルタント

九州大学農学部食糧化学工学科卒業。食品会社研究所、民間研究機構

等を経て、科学的根拠に基づく食情報を発信する消費者団体・一般社団

法人Food Communication Compassを運営。食品の安全や表示、

食晶をめぐる報道等について、講演、執筆活動を行っている。東京海洋大

学・大妻女子大学非常勤講師。農林水産省JAS調査会（農林物資規格調

査会）部会委員、消費者庁「食品表示一元化検討会」委員、「食晶の新た芯

機能性表示制度に関する検討会」委員、厚生労働省「食晶衛生法改正懇

談会J委員等を歴任。著書に『食材偽装メニュー表示のグレーゾーン』

（ぎょうせい、 2014）、 『食晶表示法ガイドフック』（ぎょうせい、 2016）、 『新し

い食品表示がわかる本』（女子栄養大学出版部、 2016）など。

*3 保健機能食晶

国が機能性の表示を認めた食品。 1991 年に制度化された「特定保健用食品
（トクホ）」、 2001 年に制度化された「栄養機能食日J、そして2015年に制度
化された「機能性表示食品」の三つがある。

*4 消費者庁機能性褒示食晶制度届出データベース
http://www.ca白go.jp/policies/policy/food I白b自ling/foods with 
function claims/ 
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